
 

～事務所宣言～  私たちは男女が

ともに安心して子育てをし、仕事に打

ち込める社会を目指します 

 

 

 雇用調整助成金の特例措置について、厚生労働省が方

針を表明し、8月末まで特例措置を延長すると発表しま

した。緊急事態宣言の対象地域やまん延防止等重点措置

対象地域で時短要請に応じている事業主（地域特例）と、

生産指標が最近 3か月の月平均で前（々）年同期比 30％

以上減少している事業主（業況特例）に対して、8月末

まで現在と同じ助成内容が継続されます。 

 一方、それ以外の地域や事業主については、５月に縮

減された特例措置が８月末まで継続します。 

 ９月以降の助成内容については、雇用情勢を踏まえな

がら検討し、７月中に改めて発表される予定です。 

 

  

 雇用調整助成金は、通常は１年の期間内の休業等につ

いて受給することができますが、上記の特例措置の延長

に伴い、休業等の初日が令和 2年 1月 24日から令和 2

年 12月 31日までの間にある場合は、1年を超えて引き

続き受給することができます。 詳しくは下記をご覧く

ださい。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000796439

.pdf 

 

  

 共働きで夫婦の年収がほぼ同じ世帯において、子ども

等を夫婦どちらの健康保険の被扶養者とするかについ

て、新しい取扱い基準を定めた通達が出され、8月 1日

から適用されます。 

 大原則は、①年収が多い方の被扶養者とする②年収の

差額が１割以内の場合は、主として生計を維持する方の

被扶養者とする、ということですが、通達には具体的か

つ詳細な取扱いが定められています。届出の際に、夫婦

の年間収入に関する照会が行われる可能性もあります

のでご留意ください。 

 

 

 平成 28年 10月に 501人以上の事業所からスタート

した短時間労働者への社会保険の適用拡大が、令和 4

年 10月から 101人以上の事業所、令和 6年 10月から

51人以上の事業所にも実施されます。適用拡大の事業

所の新たな加入対象者は、以下の①～④すべての条件を

満たす人です。 

 ①週の所定労働時間が 20時間以上 

 ②月額賃金 8.8万円以上 

 ③2か月を超える雇用の見込みがある 

 ④学生ではない 

まずは、加入対象者を把握し、社内の対象者に周知する

必要があります。 

 

 

 6月 27日（火）に総務省のテレワーク・サポートネ

ットワーク主催の定期オンラインセミナーの労務管理

編で家村が講師を務めました。テーマは「テレワークの

基本と労務管理」です。7月 29日（木）にも同内容で

登壇予定です。 

 

 

 

 

 

 弊所では新型コロナウイルス感染対策として、職員の

シフトを見直し対応しております。引き続き、ご相談や

お問合せはメールまたは家村携帯 09035225025までお

願いします。ZoomやWebex等にも対応しております。

 

     弊所にお任せください。 

雇用調整助成金 特例措置の延長について 

 

雇用調整助成金 対象期間の延長について 

共働き世帯の被扶養者認定基準 

 

総務省テレワークセミナーの講師を務めました 

社会保険の更なる適用拡大 

 

弊所の体制について 
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